
ワンデーレスポンス及び設計変更の迅速化にかかる取組の強化

●受注者への回答は原則ワンデーレスポンスを踏まえた対応とする。

受注者からの工事打合簿への回答処理日数を明記（原則調査終了後１４日以内）

別添２

設計変更の手続きフロー（令和7年3月7日以降）

契約課・財政課 管理課 工事発注担当課

決裁終了後、

設計変更通知書交付
変更契約締結

現場代理人に通知

建設局工事発注検討会
(必要がある場合)

変更設計書作成
（重要な変更以外は、最終変更設計時点で

まとめて作成も可）

現場調査等の実施
（受注者と一緒に）

財政課合議
契約額の３割を超える増額の

場合は契約課へも合議

変更指示に係る事前協議
１．次のいずれかに該当する場合は、変更後の契約予定額に基づく予算執行伺の決裁・
　合議区分で協議（技術管理係とも協議）
 (1)変更設計増減額（累計含む）が、500万円超過又は当初契約額の２割超過の場合
 (2)構造、工法、施工位置、主構造の断面、指定仮設等の変更で主たる工事に関わる
　重要なもの
 　調査・測量・設計等の業務委託で当初契約にない作業項目を追加指示する場合
 
２．上記１に該当しない場合は、管理課経理係のみと協議を行い変更指示
（変更後の契約予定額が当初設計額を超える場合は、予算確保を管理課と確実に協議）

監督員へ通知

設計変更の必要が
ない場合

支出負担行為変更決裁
契約課への契約締結
依頼書決裁

現場代理人が受理
（現場代理人署名）

受注者受理
変更契約

現場代理人が受理

設計変更が必要と
認められる場合

 工法等の検討が必要な
 場合には管理課と協議

受注者

・設計図書と工事現場の
　条件の不一致
・予期せぬ特別な状態の発生
　など

【工事打合せ簿】
（課長決裁）

【様式：工事（委託）変更指示事前協議書】

【変更指示書】

【設計変更通知書】
（課長決裁、管理課合議）

【工事打合せ簿】

※直ちに

※直ちに

※ワンデーレスポンス
（打合せ簿毎にその日のうちに回答、

即日回答が困難な場合はその日の

うちに回答期限を回答）

※原則１４日以内

※概ね３週間以内

※増額変更等に係る工事着手

（やむを得ない場合は協議の上延長）
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